
鹿児島県被災建築物応急危険度判定協議会 会則

（名称）

第１条 本会は，鹿児島県被災建築物応急危険度判定協議会（以下「県協議会」という。）と称

する。

（目的）

第２条 県協議会は，地震による被災建築物の応急危険度判定をより迅速かつ的確に実施するた

め，応急危険度判定の方法並びに県，市町村及び建築関係団体の支援協力等に関して事前に調

整を行うことにより，応急危険度判定の実施体制の整備を進めることを目的とする。

（事業）

第３条 県協議会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。

(1) 応急危険度判定体制整備検討会議を開催し，鹿児島県被災建築物応急危険度

判定要綱（以下「県要綱」という。）を定める。

(2) 地震災害時においては，県，市町村，建築関係団体は，県要綱に基づき応急

危険度判定を実施，支援，協力する。

(3) 応急危険度判定実施の連絡，支援体制について協議するための会議の開催。

(4) その他県協議会の目的を達成するために必要な事業。

（組織）

第４条 県協議会は，県，市町村などで組織する鹿児島県建築行政連絡協議会と実際にボランテ

ィアで応急危険度判定作業に携わる次の建築関係団体で構成する。

(1) 社団法人鹿児島県建築士会

(2) 社団法人鹿児島県建築士事務所協会

(3) 社団法人鹿児島県建築協会

２ 県協議会に会長を置く。会長は構成員が互選する。

（職務）

第５条 会長は，県協議会を代表し，県協議会の事務を掌理する。

２ 会長に事故あるときは，あらかじめ指定されたものが，その職務を代理する。

（会議）

第６条 県協議会は，会長が召集し，議長となる。

２ 会長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，意見を聞くことができる。

（庶務）

第７条 県協議会の庶務は，鹿児島県土木部建築課において処理する。

（その他の事項）

第８条 この会則に定めるものの他，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。

付 則 この会則は，平成10年10月５日から実施する。
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鹿児島県応急危険度判定実施フロー
応判協議会

被災地 被災市町村 現地応判本部 土木対策部 県庁 応援 協議会会長 判定ｺｰﾃﾞｨ 判定士 他都

被災 建築 物 （災対本部） （応判拠点場所） 建築班 応判本部 民間住宅 避難施設 市町村 建築士会 事務所協会 建築協会 ﾈｰﾀｰ 道府
(建物所有者等) 調査班(20名) 調査班(20名) チーム チーム チーム 県

震 災害傷害保険の事前加入 判定士参集のための連絡網の整備
前 避難施設一覧表・住宅地図の提供 判定資機材の備蓄

準 避難施設一覧表の保管

備 住宅地図の保管

ＹＥＳ

地 地震発生 震度５強 県庁応判本部立上げ

震 ＮＯ ・震度６弱以上 ・震度５弱５強
発 災害対策本部設置 災害警戒本部設置

生 終了 県庁応判本部運営のための職員派遣
応判本部設置の連絡

建築物被害概況調査

予 建築物被害概況調査結果の報告 建築物被害概況調査結果の報告

備

調 避難施設の応判
査 避難施設応判結果の報告 避難施設応判結果の報告

応判実施必要性について協議
実
施 ＹＥＳ 応判実施 ＮＯ

判 応判実施の必要性について首長へ進言 必要 終了

断

応判実施検討
実施必要 終了

実 ＮＯ

施 判定士等参集準備の協力要請

仮 ＹＥＳ 参集準備要請
準

備

実 大規模災害時における他都道府県への支援要請
施 応判実施決定
決 応判実施決定の連絡・支援要請

定 応判実施の依頼
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判定拠点の設置場所の確保

交通止め状況，危険区域等の判定実施留保区域の連絡

実 応判実施の被災者等への周知 応判実施計画作成
施 応判実施区域の決定と区域割

準 応判対象とする建築物の用途・構造等の決定

備 判定士等の編成
判定士参集の協力要請

参集要請

応判支援計画の報告

現地応判本部立上げ

判定資機材等の提供
応 判定コーディネーター参集・判定資機材等の輸送

判 判定士の指導支援

判 拠 判定士参集
定 点

実 場 参集判定士等の受付名簿の報告

施 所
災害傷害保険の関連手続

判定士の指導支援
判定士への情報伝達

判定士への資機材提供

応判実施 支援実施計画の見直し

応判状況の報告
応判結果の報告

応判協議会

被災地 被災市町村 現地応判本部 土木対策部 県庁 応援 協議会会長 判定ｺｰﾃﾞｨ 判定士 他都
被災建築物 （災対本部） （応判拠点場所） 建築班 応判本部 民間住宅 避難施設 市町村 建築士会 事務所協会 建築協会 ﾈｰﾀｰ 道府

(建物所有者等) 調査班(20名) 調査班(20名) チーム チーム チーム 県


